
電気用品安全法の解釈　－　対象非対象関係

平成１５年２月６日　製品安全課

商品名等
（電気用品名等）

タイムサーバー

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　定期的に電話回線（テレホンＪＪＹ）又は放送局（ＮＨＫ―ＦＭ）の時報信号を
受信して、ＬＡＮを通じて正確な時刻を送出することにより、パソコン及びサーバ
ー等の内蔵時計の校正を行う装置である。

○構造、仕様、意匠
　機器本体に時刻表示機能を有するものと、有しないものとがある。
　
○ 主な使用者、販売先
主にコンピュータメーカー、システム構築事業者を経由して企業に販売される。

２　対象・非対象の解釈
　
　機器本体に時刻表示機能を有するものは、特定電気用品以外の電気用品中、電子
応用機械器具の「電子時計」として取り扱う。時刻表示機能を有しないものは、非
対象として取り扱う。

（理由）
　機器本体で時刻表示を行うものは、単体で「時計」の機能を有することから、「電
子時計」として取扱うことが妥当と判断する。


